
 

 びしんで年金をお受取りの方へ 

 

●ご利用いただける方● 

預入日の店頭表示利率に 

0.１0％（税引後 0.079685％）上乗せ 

※尚、上記期間中においても金利条件を改定、また販売実
績により取扱いを中止することがありますので、最新の
チラシまたは当金庫窓口及び各担当者にてご確認くださ
い。 

当金庫へ年金の受取りを指定されている方。 

当金庫へ年金の受取りを予約されている方。 

(厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金などの公的年金

（隔月および 3ヶ月毎の振込に限る）とします。) 

 

※預入期間中に当金庫口座への公的年金振込み実
績が無くなった方、また、当金庫が本商品の取扱
いを中止した場合、次回満期日以降は継続時の店
頭表示金利を適用します。 

※満期日前に解約される場合は当金庫所定の中途
解約利率となります。 

※税引後金利は、復興特別所得税の導入により国税
が 15.315%となるため、税率 20.315％で計算
します。 

●お預け入れ利率● 

●お預け入れ定期預金● 

●取扱い期間● 

1 年ものスーパー定期預金。 

（総合口座への組入れ不可） 

令和５年４月３日 

～令和６年 3 月２９日 

通常のスーパー定期（１年もの）に 

年金 1 件につき１００万円までご利用可能 

 
例えば・・・ 
新国民厚生年金と共済年金を当庫にお受取
りの場合、200万円以内 
 

（税引後 0.079685％） 

●詳しくは最寄りの窓口まで 

令和５年４月３日現在 

年
金 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●ご利用いただける方● 

当金庫に公的年金・企業年金（隔月および 3ヶ月毎 

の振込に限る）の受給口座を有する方 

または年金の裁定請求等の手続きが終わった方 

びしんで年金をお受取りの方へ 

 

※尚、上記期間中においても金利条件を改定または販売実績により取扱いを中止することがあります
ので、最新のチラシまたは当金庫窓口及び各担当者にてご確認ください。 

※税引後金利は、復興特別所得税の導入により国税が 15.315%となるため、税率 20.315%で計算
します。 

●取扱期間● 

令和５年４月３日 

～令和６年 3月２９日 

ふくろうは「神の使い」「霊力をもつ鳥」「英
知の象徴」と呼ばれ、「不老」「不苦労」「福
来郎」「福籠」など縁起がよいと言われてい
ます。 

 

通常のスーパー定期（１年もの）に 

（令和５年４月３日現在） 

（税引後 0.0398425％） 
●お預入れ利率● 

預入日の店頭表示利率に 0.05％（税引後 0.0398425％）上乗せした利率 

※預入期間中に当金庫口座への公的年金振込の実績が無くなった方、また当金庫が本商品の取扱
いを中止した場合、次回満期日以降は継続時の店頭表示金利を適用します。 

※マル優扱い可能 
※満期日前に解約される場合は当金庫所定の中途解約利率となります。 

●お預入れ定期預金● 

１年ものスーパー定期預金に限る 

（総合口座への組入れ不可） 

１，０００万円以内 



 

びしんで年金をお受取りの方へ 

 

●取扱い期間● 

定期積金 

令和５年 4 月３日 

 ～令和６年３月２９日 

●ご契約内容● 

掛け込み期間 

  ２年 または 3 年 

  ２か月ごと（偶数月の 15 日掛け込み） 

  公的年金受取口座からの自動振替契約 

掛け込み金額 

  1 万円以上 5万円まで（1 万円単位） 
●お預け入れ利率● 

契約日の店頭表示利率に 0.10％（税引後 0.079685％）上乗せ 
 満期日前に解約された場合は当金庫所定の中途解約利率となります。 
 

１回の掛金  10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 

期間２年（12 回） 0.11％ 120,143 240,286 360,429 480,572 600,715 

期間３年（１８回） 0.11％ 180,313 360,627 540,940 721,254 901,567 

 ※尚、取扱期間中においても金利条件を改定または販売実績により取扱いを中止することがありま
すので、最新のチラシまたは当金庫窓口及び各担当者にご確認ください。 

※税引後金利は、復興特別所得税の導入により国税が 15.315%となるため、税率 20.315%で計
算します。 

通常の定期積金金利に 

令和 ５年 ４月 ３日現在 

（税引後 0.079685％） 

●ご利用できる方● 

・当金庫で公的年金受取り実績のある方 

（厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金 

〈隔月および 3ヶ月毎の振込に限る〉） 

・年金の裁定請求等の手続きが終わった方 

 


